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令和元年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会 会議録

令和元年１１月１９日(火) 午前１０時開議

  アートホテル鹿児島 ２階 桜島の間

議 事 日 程〔第１号〕

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び同補充員の

選挙

日程第 ４ 認定第 １号 平成３０年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

             一般会計歳入歳出決算の認定の件

日程第 ５ 認定第 ２号 平成３０年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

             後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の

件

日程第 ６ 議案第 ７号 令和元年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第１号）

日程第 ７ 議案第 ８号 令和元年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
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本日の会議に付した事件

議事日程のとおり
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出 席 議 員（１４人）

１ 番 森 博 幸 議 員   ２ 番 山 口 た け し 議 員

３ 番 豊 留 榮 子 議 員      ４ 番 野 畑 直 議 員

５ 番 椎 木 伸 一 議 員   ６ 番 福 永 德 郎 議 員

９ 番 下 平 晴 行 議 員   １１番 隈 元 新 議 員

１２番 緒 方 重 則 議 員   １３番 肥 後 正 司 議 員

１４番 林 義 明 議 員      １５番 宮 本 昭 一 議 員

１６番 木 場 一 昭 議 員   １７番 広 浜 喜 一 郎 議 員

欠 席 議 員（６人）

７ 番 篠 原 靜 則 議 員   ８ 番 田 畑 誠 一 議 員

１０番 塗 木 弘 幸 議 員   １８番 鎌 田 愛 人 議 員

１９番 竹 田 泰 典 議 員   ２０番 外 内 千 里 議 員

説明のため出席した者（１４人）

広 域 連 合 長 岩 切 秀 雄 君   副広域連合長 川 添 健 君

事 務 局 長 田 﨑 寛 二 君   事 務 局 次 長 小 田 利 次 君

総 務 課 長 神 田 洋 人 君   業 務 課 長 野 村 博 昭 君

総 務 課 主 事 園 田 莉 沙 君   業 務 課 主 査 堀 田 和 哉 君

業 務 課 主 査 横 手 泰 之 君   業 務 課 主 査 大久保 瑞貴 君

業 務 課 主 事 秋葉 由香里 君  業 務 課 主 事 山ノ内 良成 君

業 務 課 主 事 福 元 知 菜 君   業 務 課 主 事 段 博 子 君

職務のため出席した者（１人）

事 務 局 主 事 相 浦 絵 理 君
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＝開会：午前１０時＝

○議長（山口 たけし君） これより、令和元年鹿児島県後期高齢者医療広域

連合議会第２回定例会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

○議長（山口 たけし君） この際、諸般の報告をいたします。

配付いたしましたとおり、まず、広域連合長から、鹿児島県後期高齢者

医療広域連合債権管理条例第９条第２項の規定による「放棄した広域連合

の債権」の報告がありました。

   次に、監査委員から、地方自治法第１９９条第９項の規定による「令和

元年度定期監査」、及び同法第２３５条の２第３項の規定による「例月現金

出納検査」の結果報告がありました。

本日の議事日程は、配付いたしました議事日程〔第１号〕のとおりであ

ります。

○議長（山口 たけし君） それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を

行います。

今議会の会議録署名議員は、議席番号３番 豊留榮子議員及び議席番号

１３番 肥後正司議員を指名いたします。

○議長（山口 たけし君） 次は、日程第２「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。

  今議会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  「御異議なし」と認めます。

  よって、会期は、本日１日と決定いたしました。

○議長（山口 たけし君） ここで、岩切広域連合長から発言の申し出があり

ますので、これを許可いたします。

  〔「議長」と呼ぶ者あり〕

岩切広域連合長。

  〔岩切秀雄広域連合長 起立〕

○広域連合長（岩切 秀雄君） 皆さん、おはようございます。
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  令和元年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会の開会に際

し、一言御挨拶を申し上げます。

  議員の皆様方には、大変御多用の中、御出席を賜りましたことに、厚く

  御礼を申し上げますとともに、後期高齢者医療制度につきましては、議員

  の皆様方をはじめ、関係機関の御理解、御協力のおかげをもちまして、円

  滑な運営が図られていることに、深く感謝を申し上げます。

  さて、後期高齢者医療制度の発足から１２年目を迎え、安定した制度に

  なりつつありますが、国におきましては、高齢者人口がピークとなる２０

  ４０年頃を見据えた、全世代型社会保障の構築に向けた検討が進められて

  おります。

  本年５月に、健康保険法等が改正され、高齢者の保健事業と介護予防の

一体的な実施に関する規定が盛り込まれました。この改正では、市町村を

中心に、一人一人の心身の特性に応じたきめ細かな保健事業に取り組むこ

とが求められております。

  本広域連合といたしましても、引き続き国の動向を注視し、市町村と連

携して、被保険者の皆様の健康寿命の延伸に取り組むとともに、本制度の

円滑な運営に努めていきたいと考えております。

  本日は、平成３０年度一般会計、特別会計決算認定、並びに令和元年度

  一般会計、特別会計補正予算などの議案を提案いたしております。何卒、

慎重な御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

  最後に、議員の皆様方をはじめ、関係各位におかれましては、今後とも

  当広域連合の運営に御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、

議会開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。

〔岩切秀雄広域連合長 着席〕

○議長（山口 たけし君） 次は、日程第３「鹿児島県後期高齢者医療広域連

合選挙管理委員及び同補充員の選挙」を行います。

お諮りいたします。

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選と

し、指名の方法については、議長から指名いたしたいと思いますが、御異
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議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、そのように決しました。

それでは、まず、選挙管理委員として、

鹿児島市桜ケ丘５丁目２３番地１９ 上林房一正君

鹿児島市薬師２丁目２１番１５号 山野眞理君

鹿児島市新屋敷町２４番１５号 馬場竹彦君

鹿児島市小山田町７０７６番地 岩佐睦美君

同補充員として、

鹿児島市易居町５番１－１４０２号 白鳥努君

鹿児島市西千石町７番２０－９０４号 田之上齊君

鹿児島市郡元１丁目１７番２６号 笹川理子君

鹿児島市高麗町４２番１７号

ガーデンハイツ高麗２０２号 片桐資津子君

をそれぞれ指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま、指名いたしました８名の諸君を、それぞれ選挙管理委員及び

同補充員の当選人として決定し、補充員については、指名した順位とする

ことに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、いずれもそのように決しました。

なお、ただいま当選されました諸君には、本職より会議規則第３２条第

２項の規定により、後ほど告知いたしますので、御了承願います。

○議長（山口 たけし君） 次は、日程第４ 認定第１号「平成３０年度鹿児

島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」を議題と

いたします。

ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕
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田﨑事務局長。

〔田﨑寛二事務局長 起立〕

○事務局長（田﨑 寛二君） 認定第１号「平成３０年度鹿児島県後期高齢者

医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」について、御説明申し上

げます。

  議案書の１２ページをお開き願います。

   主な点について、決算書の中の事項別明細書で御説明申し上げます。

   まず歳入でございます。

   第１款 分担金及び負担金 第１項 負担金は、予算現額７，２４６万

９千円に対し、全額が収入済となっております。

   第２款第１項 繰越金は、予算現額４２２万２千円に対し、収入済額４

２２万２，５８４円となっております。

  一番下の歳入合計は、予算現額７，６６９万２千円に対し、収入済額７，

６６９万１，７４３円で、不納欠損額、収入未済額ともにございません。

１４ページをお開き願います。

   歳出でございます。

   第１款第１項 議会費は、予算現額２７５万９千円に対し、支出済額１

９０万１，５６９円で、議員報酬、定例会等の旅費、議場音響設備及び会

議録作成委託料、会場借上料が主な支出でございます。

   第２款 総務費 第１項 総務管理費は、予算現額７，２５９万円に対

し、支出済額７，０２９万３，２２１円で、主なものは、派遣職員給与等

の人件費等負担金、事務室等の借上料及び幹事会、運営委員会の旅費など

でございます。

   １６ページをお開き願います。

  第２項 選挙費は、予算現額９万８千円に対し、支出済額７万７，６２

３円で、選挙管理委員会、議会議員選挙に係るものでございます。

  第３項 監査委員費は、予算現額２４万５千円に対し、支出済額２２万

３，２２６円で、委員報酬及び費用弁償などでございます。

  第３款第１項 予備費は、予算現額１００万円で、充用はございません

でした。
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  一番下の歳出合計は、予算現額７，６６９万２千円に対し、支出済額は

７，２４９万５，６３９円で、不用額は４１９万６，３６１円となってお

ります。

  続いて、２１ページをお開き願います。

  実質収支に関する調書でございます。

  下から２行目の実質収支額４１９万６，１０４円につきましては、準繰

越額として翌年度へ繰り越しておりまして、令和元年度一般会計当初予算

において、予め計上しておきました額を除いた残余を今議会提出の一般会

計補正予算に計上しております。

  次に、７７ページをお開き願います。

  一般会計及び後ほど説明いたします特別会計の歳入歳出決算につきまし

て、令和元年７月３０日に監査委員の審査を受けたところでございます。

  その結果、「第４ 審査の結果」にございますように、「各会計の歳入歳

出決算書等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数に

ついても正確であることを認めた。また、各会計における予算の執行状況、

財産の管理については、概ね適正に処理されていることを認めた。」との意

見が付されております。

以上で説明を終わります。

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔田﨑寛二事務局長 着席〕

○議長（山口 たけし君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

これより、表決に入ります。

それでは、認定第１号「平成３０年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

一般会計歳入歳出決算の認定の件」について採決いたします。

本件については、認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、本件は、認定されました。
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○議長（山口 たけし君） 次は、日程第５ 認定第２号「平成３０年度鹿児

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定の件」を議題といたします。

   ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

田﨑事務局長。

〔田﨑寛二事務局長 起立〕

○事務局長（田﨑 寛二君） 認定第２号「平成３０年度鹿児島県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」について、

御説明申し上げます。

   議案書の３８ページをお開き願います。

  主な点につきまして、決算書の中の事項別明細書で御説明申し上げます。

  まず歳入でございます。

   第１款 市町村支出金 第１項第１目 事務費負担金は、予算現額５億

７，０５９万円に対して、収入済額は同額でございます。

  第２目 保険料等負担金は、予算現額２０２億３，６２６万１千円に対

して、収入済額２０２億５，３５１万４，２３２円で、１，７２５万３，

２３２円の増額となっております。

  第３目 療養給付費負担金は、予算現額２１７億９，８６０万７千円に

対して、収入済額２１６億４，８５１万１，７１４円で、１億５，００９

万５，２８６円の減額となっております。

第２款 国庫支出金 第１項第１目 療養給付費負担金は、予算現額６

５２億５，４５１万９千円に対して、収入済額６８４億６，３７３万５，

４６８円で、３２億９２１万６，４６８円の増額となっております。

これは、交付額が交付申請額を上回ったことによるものでございますが、

実績額を超過した分につきましては、令和元年度での精算となります。

第２目 高額医療費負担金は、予算現額１１億３，８１３万６千円に対

して、収入済額１１億４，１９２万６，９１５円となっております。

第２項第１目 調整交付金は、予算現額２７６億５，８７８万４千円に

対して、収入済額２８３億２，６０１万６千円で、６億６，７２３万２千



10

円の増額となっております。

これは、普通調整交付金、特別調整交付金とも、交付額が交付申請額を

上回ったためによるものでございます。

第２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、予算現額６，９５９万８

千円に対して、収入済額６，９７１万３，２１６円となっております。

第３目 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金は、予算現額１３億６，

６４３万１千円に対して、収入済額１４億２，８９３万５，６９６円で、

６，２５０万４，６９６円の増額となっております。

４０ページをお開き願います。

第３款 県支出金 第１項第１目 療養給付費負担金は、予算現額２１

７億５，１５０万６千円に対して、収入済額２１７億５，１５０万６，６

０３円となっております。

第２目 高額医療費負担金は、予算現額１１億３，８１３万６千円に対

して、収入済額１１億４，１９２万６，９１５円となっております。

第４款 支払基金交付金 第１項第１目 後期高齢者交付金は、予算現

額１，０６２億１，８５９万５千円に対して、収入済額１，０７３億７，

６３８万６，９９２円で、１１億５，７７９万１，９９２円の増額となっ

ております。

これは、現役世代からの支援金でございます。

第５款第１項第１目 特別高額医療費共同事業交付金は、予算現額５，

２４６万７千円に対して、収入済額６，４６７万５，５３３円で、１，２

２０万８，５３３円の増額となっております。

第６款 諸収入 第１項第３目 加算金は、予算現額２千円に対して、

収入済額４万７，５６５円、不納欠損額２０万７，２５８円となっており

ます。

この不納欠損額は、債権を放棄した診療報酬返還金に係る分でございま

す。

４２ページをお開き願います。

第３項第１目 第三者納付金は、予算現額３億１，８９６万２千円に対

して、収入済額３億６，４１１万５，２８０円となっております。
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なお、収入未済額が７７４万１，２６５円ございますが、これは広域連

合が加害者に直接請求している第三者損害賠償金の未納分で、対象者は５

名でございます。

第２目 返納金は、予算現額２，９１０万２千円に対して、収入済額３，

１５８万９，３９８円、不納欠損額２，６５６万７，２８３円、収入未済

額５０７万８，８１１円となっております。

不納欠損額は、先ほど申し上げました、債権を放棄した診療報酬返還金

でございます。

第７款第１項第１目 繰越金は、予算現額９９億２，４６２万５千円に

対して、収入済額９９億２，４６２万５，２５６円となっております。

一番下の歳入合計は、予算現額２，７７５億３，６０１万８千円に対し

て、収入済額２，８２５億６，７８０万７，０４４円、不納欠損額２，６

７７万４，５４１円、収入未済額１，２８２万７６円で、５０億３，１７

８万９，０４４円の増額となっております。

なお、収入未済額につきましては、翌年度への滞納繰越となります。

４４ページをお開き願います。

歳出でございます。

第１款 総務費 第１項第１目 一般管理費は、予算現額５億７，２３

３万４千円に対して、支出済額５億６，１０８万９，９３７円で、支出の

主なものは、第１３節の電算システム保守運用及び機器更新に係るシステ

ム構築業務委託料、第１４節の電算システムの賃借料、第１９節の派遣職

員人件費等負担金で、不用額の主なものは、第１２節 役務費、第１３節

委託料の執行残でございます。

第２項第１目 レセプト点検事業費は、予算現額１億１，６４６万６千

円に対して、支出済額１億１，５９２万３，５２０円となっております。

第２目 訪問指導事業費は、予算現額１，９４９万１千円に対して、支

出済額１，３７１万６，３９６円で、支出の主なものは、重複頻回受診者

訪問指導事業の業務委託料で、不用額の主なものは、同業務委託料の執行

残でございます。

第４目 医療費通知事業費は、予算現額４，６９４万９千円に対して、
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支出済額４，６８２万５，２５４円となっております。

４６ページをお開き願います。

第５目 第三者行為求償事業費は、予算現額１，８２６万８千円に対し

て、支出済額１，８２５万１，１９４円となっております。支出の主なも

のは、交通事故などの第三者行為に関する求償事務に係る国保連合会への

事務委託料でございます。

第２款 保険給付費 第１項第１目 療養給付費は、予算現額２，５４

１億１９４万２千円に対して、支出済額２，５３４億７，４５５万４，５

１４円で、不用額は、実績減によるものでございます。

第２目 療養費は、予算現額２１億２，７９９万３千円に対して、支出

済額２１億１，８３７万４，０１１円で、不用額は、実績減によるもので

ございます。

第３目 審査支払手数料は、予算現額５億５，１６３万８千円に対して、

支出済額５億５，０１４万７，５４０円で、不用額は、実績減によるもの

でございます。

第２項第１目 高額療養費は、予算現額１１９億５，８６３万４千円に

対して、支出済額１１９億２７６万６，７４８円で、不用額は、実績減に

よるものでございます。

なお、戻入未済額が１万８，１３６円ございますが、これは高額療養費

返納金に係るものでございます。戻入未済につきましては、翌年度歳入予

算への滞納繰越となります。

第２目 高額介護合算療養費は、予算現額２億６，５９０万円に対して、

支出済額２億６，４３６万７，２７１円で、不用額は、実績減によるもの

でございます。

第３項第１目 葬祭費は、予算現額３億３，５９６万円に対して、支出

済額３億２，７９０万円で、不用額は、実績減によるものでございます。

第３款第１項第１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、予算現額４，

９９２万５千円に対して、支出済額４，７３１万８，３９２円で、不用額

は、実績減によるものでございます。

第４款 保健事業費 第１項第１目 健康診査費は、予算現額２億８，
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３６０万２千円に対して、支出済額２億７，９７７万２，４０６円で、支

出の主なものは、長寿健診事業に係る補助金で、不用額の主なものは、同

補助金の執行残でございます。

４８ページをお開き願います。

第２目 その他健康保持増進事業費は、予算現額１，１４３万３千円に

対して、支出済額１，１０６万５，０１２円となっております。支出の主

なものは、口腔検診事業の業務委託料でございます。

第２項第１目 長寿健康増進事業費は、予算現額１１１万４千円に対し

て、支出済額１０７万７，６９８円となっております。

第６款 諸支出金 第１項第５目 償還金は、予算現額３７億１６２万

９千円に対して、支出済額３７億１６２万６，３４５円となっております。

これは、平成２９年度の療養給付費等の実績に基づく精算によります

国・県・市町村負担金等の超過交付額等の返還を行ったものでございまし

て、その内容は備考欄に記載のとおりでございます。

５０ページをお開き願います。

第７款第１項第１目 予備費は、予算現額３３億４，０７７万１千円で、

２２５万７千円を第１款第２項第５目第１３節へ充用いたしております。

一番下の歳出合計は、予算現額２，７７５億３，６０１万８千円に対し

て、支出済額２，７３４億６，０９９万２，１０２円で、不用額４０億７，

５０２万５，８９８円となっております。

続いて、５５ページをお開き願います。

実質収支に関する調書でございます。

下から２行目の実質収支額９１億６８１万４，９４２円につきましては、

準繰越として翌年度へ繰り越すこととしておりまして、令和元年度特別会

計当初予算において予め計上しておきました額を除いた残余を今議会提出

の令和元年度特別会計補正予算に計上してございます。

なお、平成３０年度特別会計歳入歳出決算についての監査委員の審査結

果につきましては、先ほど一般会計決算の説明の際に申し上げたとおりで

ございます。

以上で説明を終わります。
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御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔田﨑寛二事務局長 着席〕

○議長（山口 たけし君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

  発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

〔議長に通告外の発言について確認する者あり〕

それでは、表決に入ります。

  それでは、認定第２号「平成３０年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」について採決いたしま

す。

本件については、認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、本件は、認定されました。

○議長（山口 たけし君） 次は、日程第６ 議案第７号「令和元年度鹿児島

県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」を議題といたし

ます。

   ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

田﨑事務局長。

〔田﨑寛二事務局長 起立〕

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第７号「令和元年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第１号）」について、御説明申し上げます

   議案書の１０１ページをお開き願います。

今回の補正は、第１条に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４１９万５千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を９，２１９万５千円とするものでござい

ます。

   主なものにつきまして、事項別明細書で御説明いたしますので、１０７

ページをお開き願います。

まず歳入でございます。
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第２款第１項第１目 繰越金を４１９万５千円増額いたしております。

これは、平成３０年度一般会計歳入歳出決算におきまして、令和元年度へ

の繰越金額が確定したことによるものでございます。

   次に歳出でございます。

１０８ページをお開きください。

   第３款第１項第１目 予備費を４１９万５千円増額いたしております。

これは、ただいま説明いたしました繰越金につきまして、現段階では特段

の使途がないことから、予備費に計上するものでございます。

   以上で説明を終わります。

   御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（山口 たけし君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

   これより、表決に入ります。

   それでは、議案第７号「令和元年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第１号）」について採決いたします。

   本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

   「御異議なし」と認めます。

   よって、本件は原案どおり可決されました。

○議長（山口 たけし君） 次は、日程第７ 議案第８号「令和元年度鹿児島

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。

   ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

田﨑事務局長。

  〔田﨑寛二事務局長 起立〕

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第８号「令和元年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、御説

明申し上げます。
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   議案書の１０９ページをお開き願います。

   今回の補正は、平成３０年度決算における繰越額及び国県負担金等の精

算に伴う追加交付額及び返還金等を計上するものでございまして、歳入歳

出それぞれ５８億７，６９５万１千円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，８３０億２，０５０万３千円とするものでございます。

   主なものにつきまして、事項別明細書で御説明いたしますので、１１５

ページをお開き願います。

   まず歳入でございます。

   第１款 市町村支出金 第１項第３目 療養給付費負担金を８，３３１

万５千円増額しております。

   これは、平成３０年度療養給付費の実績確定、精算に伴い、負担不足と

なっておりました市町村の負担額を計上したものでございます。

次に、第２款 国庫支出金 第１項第２目 高額医療費負担金及び第３

款 県支出金 第１項第２目 高額医療費負担金を、それぞれ１，４９２

万５千円増額しております。

   これは、平成３０年度高額療養費の実績確定に伴い、国及び県負担金の

不足額を計上したものでございます。

   次に、第７款第１項第１目 繰越金を５７億６，３７８万６千円増額し

ております。

  これは、平成３０年度特別会計の決算におきまして、令和元年度への繰越

金額が確定したことによるものでございます。

  続いて歳出でございます。

  １１６ぺージを御覧ください。

  第６款 諸支出金 第１項第４目 償還金を３６億６２９万１千円計上

しております。

  これは、平成３０年度療養給付費等の確定、精算に伴う国・県・市町村

の療養給付費負担金及び医療費適正化事業費補助金等の確定、精算に伴う

国庫補助金につきまして、右端の説明欄に記載の金額を返還するものでご

ざいます。

  第７款第１項第１目 予備費は２２億７，０６６万円増額いたしており
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ます。

  これは、先ほど歳入において説明いたしました繰越金について、国等へ

の返納等の精算額が確定したものを控除した残余でございまして、現段階

では特定の使途がないことから予備費に計上するものでございます。

  以上で説明を終わります。

  御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔田﨑寛二事務局長 着席〕

○議長（山口 たけし君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

   これより、表決に入ります。

   それでは、議案第８号「令和元年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について採決いたします。

   本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

   「御異議なし」と認めます。

   よって、本件は原案どおり可決されました。

○議長（山口 たけし君） 以上で、今議会に付議された案件はすべて議了い

たしました。

   ここで、岩切広域連合長から発言の申し出がありますので、これを許可

いたします。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

岩切広域連合長。

  〔岩切秀雄広域連合長 起立〕

○広域連合長（岩切 秀雄君） 定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。

   本日は、議員の皆様方には、慎重な御審議を賜り、また、提案いたしま

した議案について、いずれも原案どおり可決を賜りましたことに、心から

感謝を申し上げます。

   当広域連合といたしましては、今後とも関係各機関、団体とも連携を図
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り、本制度の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。

   議員の皆様方をはじめ、関係各位におかれましては、今後とも制度の運

営について、御理解、御協力を賜りますよう、改めてお願いを申し上げて、

閉会の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

〔岩切秀雄広域連合長 着席〕

○議長（山口 たけし君） 以上で、本日の会議を閉じます。

これをもって、令和元年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定

例会を閉会いたします。

＝閉会：午前１０時３７分＝
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